
総合教育会議における校長人事に関する協議について（案） 

 

平成２６年１１月２５日 

 

 

 平成２７年度より施行される改正地方教育行政法に基づく新制度を展望しつつ、大阪市

立学校の校長の能力・実績の適正な評価と学校運営の活性化等に資する校長人事を一層推

進するため、総合教育会議における校長人事に関する協議については、下記のとおりとす

る。 

 

記 

 

１．校長の人事異動方針については、平成２７年度末人事異動方針より、総合教育会議に

諮り、教育委員会と市長が協議を行った上で、教育委員会会議において決定することと

する。 

  また、平成２６年度末人事異動方針についても、新制度を試行するため、市長と教育

委員の協議会に諮り、協議会での意見の反映に努めるものとする。 

 

２．評価・育成システムによる校長の評価については、評価の一層の適正化及びそれに基

づく給料上のインセンティブの実質化を図るため、総合教育会議において評価分布など

同システムの運用のあり方について協議を行い、協議の結果に基づき、教育委員会が必

要な措置を講ずるものとする。 

 

３．総合教育会議（平成２７年度以降）又は市長と教育委員の協議会（平成２６年度限り）

における校長人事（人事異動方針及び評価・育成システム運用のあり方）に関する協議

については人事室及び区長が市長を補佐するものとする。 

 

 

 

 

 
・人事室は、評価・育成システムの検証を行うこととする。 

・区長は、区内の学校教育の振興を図る観点から、人事異動方針及び評価・育成システ

ム運用のあり方に関する意見を市長に具申するものとする。 

・教育委員会事務局は、人事室及び区長に対し、情報提供等の協力を行うものとする。 


